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附
属
書
十－

Ａ

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

一
般
規
定

１

各
締
約
国
は
、
職
業
上
の
資
格
の
承
認
、
免
許
又
は
登
録
に
関
係
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
締
約
国
が
対
話
の
機

会
を
設
け
る
こ
と
に
相
互
に
関
心
を
有
す
る
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
の
特
定
に
努
め
る
た
め
、
自
国
の
領
域
の
関
係
団
体
（
以

下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
自
国
の
関
係
団
体
」
と
い
う
。
）
と
協
議
す
る
。

２

各
締
約
国
は
、
職
業
上
の
資
格
を
承
認
し
、
及
び
免
許
又
は
登
録
の
手
続
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
国
の

関
係
団
体
に
対
し
、
他
の
締
約
国
の
関
係
団
体
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

３

各
締
約
国
は
、
自
国
の
関
係
団
体
に
対
し
、
職
業
上
の
資
格
の
承
認
、
免
許
及
び
登
録
に
関
す
る
合
意
の
作
成
に
当
た

り
、
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
合
意
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

４

締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
追
加
的
な
筆
記
試
験
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
外
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
本

国
に
お
け
る
免
許
又
は
認
め
ら
れ
た
職
業
団
体
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
、
一
時
的
な
又
は
事
業
別
の
免
許
又

は
登
録
の
制
度
を
実
施
す
る
た
め
の
手
段
を
と
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
時
的
又
は
限
定
的
な
免
許
の
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制
度
は
、
外
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
当
該
締
約
国
の
免
許
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
当
該
締
約
国
の
免
許
を
取
得
す
る

こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
運
用
す
べ
き
で
は
な
い
。

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
及
び
建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス

５

３
の
規
定
を
適
用
す
る
ほ
か
、
締
約
国
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
技
術
士
及
び
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
建
築
士
の
枠
組
み
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
及
び
建
築
の
分
野
に
お
け
る
専
門
的
能
力
の
相
互
承
認
並
び
に
こ
れ
ら
の
分
野
の
専
門
家
の
移
動
の
促

進
に
関
す
る
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
作
業
を
認
め
る
。

６

各
締
約
国
は
、
自
国
の
関
係
団
体
が
認
証
を
受
け
て
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
技
術
士
及
び
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
建
築
士
の
登
録
制
度
を
運
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
作
業
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

７

締
約
国
は
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
技
術
士
又
は
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
建
築
士
の
登
録
制
度
を
運
用
し
て
い
る
自
国
の
関
係
団
体
が
、
当
該
登
録

制
度
を
運
用
し
て
い
る
他
の
締
約
国
の
関
係
団
体
と
相
互
承
認
に
関
す
る
取
決
め
を
行
う
こ
と
を
奨
励
す
る
。

技
術
士
の
一
時
的
な
免
許
又
は
登
録

８

４
の
規
定
を
適
用
す
る
ほ
か
、
締
約
国
は
、
技
術
士
の
一
時
的
な
又
は
事
業
別
の
免
許
又
は
登
録
の
制
度
を
実
施
す
る
た

め
の
手
段
を
と
る
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
関
す
る
勧
告
に
つ
い
て
自
国
の
関
係
職
業
団
体
と
協
議
す
る
。
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他
の
締
約
国
の
技
術
士
に
対
し
、
当
該
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
自
己
の
専
門
的
な
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業
務
に
従
事

(a)
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
た
め
の
一
時
的
な
免
許
又
は
登
録
の
手
続
の
整
備

に
規
定
す
る
技
術
士
の
一
時
的
な
免
許
又
は
登
録
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
権
限
の
あ
る
当
局
が
締
約
国
の
領
域
に
お

(b)

(a)
い
て
採
用
す
べ
き
手
続
の
ひ
な
形
の
作
成

一
時
的
な
免
許
又
は
登
録
の
手
続
の
整
備
に
当
た
り
優
先
す
べ
き
専
門
的
な
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業
務

(c)

当
該
関
係
職
業
団
体
と
の
間
の
協
議
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
技
術
士
の
一
時
的
な
免
許
又
は
登
録
に
関
連
す
る
そ
の
他

(d)
の
事
項

法
律
サ
ー
ビ
ス

９

締
約
国
は
、
複
数
の
国
又
は
地
域
の
法
令
を
取
り
扱
う
国
際
的
な
法
律
サ
ー
ビ
ス
が
貿
易
及
び
投
資
の
円
滑
化
、
経
済
成

長
の
促
進
並
び
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
上
で
の
信
頼
の
増
進
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め

る
。締

約
国
は
、
外
国
弁
護
士
及
び
国
際
的
な
法
律
業
務
に
つ
い
て
規
制
し
、
又
は
規
制
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
自
国
の

10
関
係
団
体
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
検
討
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。
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外
国
弁
護
士
が
本
国
の
管
轄
に
お
い
て
外
国
法
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
自
己
の
権
利
に
基
づ
い
て
外
国
法
を
取
り

(a)
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
又
は
そ
の
た
め
の
方
法

外
国
弁
護
士
が
商
事
仲
裁
並
び
に
調
停
及
び
仲
介
の
手
続
を
準
備
し
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

(b)
ど
う
か
又
は
そ
の
た
め
の
方
法

外
国
弁
護
士
に
対
し
、
国
内
の
倫
理
上
、
行
動
上
及
び
懲
罰
上
の
基
準
に
つ
い
て
、
国
内
（
受
入
国
）
の
弁
護
士
に
課

(c)
さ
れ
る
要
件
よ
り
も
大
き
な
負
担
と
な
ら
な
い
態
様
で
適
用
す
る
か
ど
う
か
又
は
そ
の
た
め
の
方
法

外
国
弁
護
士
に
対
し
、
最
低
限
の
居
住
要
件
に
代
わ
る
要
件
（
例
え
ば
、
外
国
弁
護
士
と
し
て
の
地
位
を
依
頼
者
に
開

(d)
示
す
る
こ
と
、
職
業
上
の
損
害
保
険
を
維
持
す
る
こ
と
又
は
そ
の
よ
う
な
損
害
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
こ
と
を
依
頼
者

に
開
示
す
る
こ
と
）
を
設
け
る
か
ど
う
か
又
は
そ
の
た
め
の
方
法

次
の
態
様
に
よ
る
国
際
的
な
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
許
容
す
る
か
ど
う
か
又
は
そ
の
た
め
の
方
法

(e)

未
登
録
の
外
国
弁
護
士
が
外
国
法
又
は
国
際
法
に
関
し
て
一
時
的
に
提
供
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス

(i)

ウ
ェ
ブ
技
術
又
は
電
気
通
信
技
術
の
利
用

(ii)

業
務
上
の
拠
点
の
設
立

(iii)
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に
規
定
す
る
態
様
と

及
び

に
規
定
す
る
態
様
の
う
ち
の
一
方
又
は
双
方
の
態
様
と
の
組
合
せ
に
よ
る
も
の

(iv)

(i)

(ii)

(iii)

外
国
弁
護
士
及
び
国
内
（
受
入
国
）
の
弁
護
士
が
、
十
分
に
統
合
さ
れ
た
国
際
的
な
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た

(f)
り
、
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
又
は
そ
の
た
め
の
方
法

外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
が
自
己
の
選
択
に
よ
り
そ
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
又
は
そ
の
た
め
の

(g)
方
法

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
作
業
部
会

締
約
国
は
、
１
か
ら
４
ま
で
に
規
定
す
る
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
こ
こ
に
各
締
約
国
の
代
表
者
か
ら
成
る
自
由
職
業

11
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
作
業
部
会
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
作
業
部
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す

る
。自

由
職
業
サ
ー
ビ
ス
作
業
部
会
は
、
１
か
ら
４
ま
で
に
規
定
す
る
活
動
を
進
め
る
に
当
た
り
、
締
約
国
の
関
係
す
る
職
業

12
団
体
及
び
規
制
当
局
を
支
援
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
、
連
絡
を
保
つ
。
そ
の
支
援
に
は
、
連
絡
先
の
提
供
、
会
合
の
円

滑
化
及
び
締
約
国
の
領
域
に
お
け
る
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
の
規
制
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
作
業
部
会
は
、
１
か
ら
４
ま
で
に
規
定
す
る
目
的
に
向
け
た
進
捗
状
況
に
つ
い
て
討
議
す
る
た
め
、

13
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毎
年
一
回
又
は
締
約
国
の
合
意
に
よ
り
会
合
す
る
。
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
作
業
部
会
の
会
合
を
開
催
す
る
た
め
に
は
、
二
以

上
の
締
約
国
が
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
全
て
の
締
約
国
の
代
表
者
が
参
加
す
る
必
要
は
な
い
。

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
作
業
部
会
は
、
そ
の
作
業
の
進
捗
状
況
及
び
将
来
の
方
向
に
つ
い
て
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日

14
か
ら
二
年
以
内
に
委
員
会
に
報
告
す
る
。

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
作
業
部
会
に
よ
る
決
定
は
、
次
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
決
定
が
行
わ
れ
た
会
合
に
参
加
し
た
締

15
約
国
に
つ
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。

全
て
の
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合

(a)

当
該
会
合
に
参
加
し
な
か
っ
た
締
約
国
が
当
該
決
定
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
要
請
し
、
か
つ
、
当
該
決
定
の
当
初
の
対

(b)
象
と
な
る
全
て
の
締
約
国
が
同
意
す
る
場
合
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附
属
書
十－

Ｂ

急
送
便
サ
ー
ビ
ス

１

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
書
類
、
印
刷
物
、
小
包
、
物
品
そ
の
他
の
品
目
に
つ
い

て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
間
を
通
じ
て
追
跡
し
、
及
び
管
理
を
維
持
し
つ
つ
、
迅
速
に
収
集
し
、
運
送
し
、

及
び
配
達
す
る
こ
と
を
い
う
。
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
航
空
運
送
サ
ー
ビ
ス
、
政
府
の
権
限
の
行
使
と
し
て
提
供
さ
れ
る

サ
ー
ビ
ス
及
び
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
含
ま
な
い
（
注
）
。

注

急
送
便
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
次
の
も
の
を
含
ま
な
い
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
郵
便
が
排
他
的
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
郵
便
会
社
法
（
千
九

(a)
百
八
十
九
年
）
及
び
そ
の
補
助
的
な
法
令
に
定
め
る
も
の

ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
国
に
つ
い
て
は
、
郵
便
サ
ー
ビ
ス
庁
が
書
簡
の
取
集
及
び
配
達
を
排
他
的
に
行
う
権
利
で
あ
っ
て
、
郵
便
局
法
（
ブ

(b)
ル
ネ
イ
法
第
五
十
二
章
）
、
国
内
速
達
書
簡
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
免
許
の
申
請
の
た
め
の
指
針
（
二
千
年
）
及
び
国
際
速
達
書
簡
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
関
す
る
免
許
の
申
請
の
た
め
の
指
針
（
二
千
年
）
に
定
め
る
も
の

カ
ナ
ダ
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
郵
便
会
社
が
排
他
的
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
カ
ナ
ダ
郵
便
会
社
法
及
び
そ
の
規
則
に
定
め
る
も
の

(c)
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日
本
国
に
つ
い
て
は
、
信
書
の
送
達
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九

(d)
号
）
に
定
め
る
も
の
（
同
法
第
二
条
第
七
項
に
定
め
る
特
定
信
書
便
役
務
を
除
く
。
）

マ
レ
ー
シ
ア
に
つ
い
て
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
郵
便
が
書
簡
の
取
集
及
び
配
達
を
排
他
的
に
行
う
権
利
で
あ
っ
て
、
郵
便
サ
ー
ビ
ス
法
（
二
千
十
二

(e)
年
）
に
定
め
る
も
の

メ
キ
シ
コ
に
つ
い
て
は
、
メ
キ
シ
コ
郵
便
サ
ー
ビ
ス
が
排
他
的
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
郵
便
法
令
に
定
め
る
も
の
並
び
に

(f)
自
動
車
に
よ
る
貨
物
運
送
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
道
路
、
橋
及
び
連
邦
自
動
車
運
送
に
関
す
る
法
律
第
三
編
及
び
そ
の
規
則
に
定
め
る
も
の

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ス
ト
ポ
ス
ト
・
サ
ー
ビ
ス
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
優
先
的
な
国
内
郵
便
サ
ー
ビ
ス

(g)

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
郵
便
サ
ー
ビ
ス
法
（
第
二
百
三
十
七
章
の
Ａ)

（
二
千
年
改
正
版
）
に
定
め
る
郵
便
サ
ー
ビ
ス
及
び
郵
便
サ
ー
ビ

(h)
ス
（
種
類
免
許
）
規
則
（
二
千
五
年
）
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
特
定
の
急
送
書
簡
サ
ー
ビ
ス

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
典
第
十
八
編
第
千
六
百
九
十
三
節
か
ら
第
千
六
百
九
十
九
節
ま
で
及
び
同
法
典
第
三
十
九

(i)
編
第
六
百
一
節
か
ら
第
六
百
六
節
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
郵
便
経
路
上
の
書
簡
の
配
達
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
例
外
の
対
象
と
な
る

書
簡
の
配
達
に
つ
い
て
は
、
含
む
も
の
と
す
る
。

ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
郵
便
法
及
び
関
連
す
る
法
的
文
書
に
定
め
る
サ
ー
ビ
ス

(j)
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２

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
郵
便
独
占
」
と
は
、
締
約
国
が
自
国
の
領
域
の
郵
便
事
業
者
を
特
定
の
取
集
、
運
送

及
び
配
達
の
サ
ー
ビ
ス
の
排
他
的
な
提
供
者
と
す
る
た
め
に
維
持
す
る
措
置
を
い
う
。

３

郵
便
独
占
を
維
持
す
る
各
締
約
国
は
、
客
観
的
な
基
準
（
価
格
又
は
重
量
等
の
数
量
的
な
基
準
を
含
む
。
）
に
基
づ
い
て

郵
便
独
占
の
範
囲
を
定
め
る
（
注
）
。

注

締
約
国
は
、
チ
リ
の
郵
便
独
占
の
範
囲
が
同
国
の
政
令
第
五
千
三
十
七
号
（
千
九
百
六
十
年
）
の
規
定
に
よ
る
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
定
義
さ

れ
て
い
る
こ
と
及
び
同
国
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
配
達
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
能
力
が
同
法
令
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
了
解
す

る
。

４

締
約
国
は
、
自
国
の
提
供
す
る
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
開
放
の
水
準
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
協
定
が
署
名
さ
れ

る
日
の
水
準
を
維
持
す
る
と
い
う
願
望
を
確
認
す
る
。
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
が
そ
の
よ
う
な
市
場
開
放
の
水
準
を
維
持

し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
他
の
締
約
国
は
、
当
該
協
議
の
た
め
の
機
会

を
十
分
に
与
え
、
並
び
に
自
国
の
市
場
開
放
の
水
準
及
び
関
連
事
項
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
、
可
能
な
範
囲
で
情
報
を
提

供
す
る
。

５

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
郵
便
独
占
の
対
象
と
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
独
占
的
な
郵
便
サ
ー
ビ
ス
か
ら
生
ず
る
収
入
を



二
一
五
八

用
い
て
当
該
提
供
者
自
身
又
は
競
合
す
る
他
の
提
供
者
に
よ
る
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
に
補
助
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
は
な
ら
な

い
（
注
）
。

注

ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
の
５
に
定
め
る
義
務
は
、
同
国
に
つ
い
て
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
三
年
間
、
適
用
し
な
い
。
締
約
国
は
、

こ
の
三
年
の
期
間
中
に
ベ
ト
ナ
ム
が
そ
の
よ
う
な
補
助
を
許
容
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
国
は
、
協
議

の
た
め
の
機
会
を
十
分
に
与
え
、
及
び
当
該
補
助
に
関
し
、
照
会
に
応
じ
て
可
能
な
範
囲
で
情
報
を
提
供
す
る
。

６

各
締
約
国
は
、
郵
便
独
占
の
対
象
と
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
、
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
し
、
第
九
・
四
条

（
内
国
民
待
遇
）
、
第
十
・
三
条
（
内
国
民
待
遇
）
又
は
第
十
・
五
条
（
市
場
ア
ク
セ
ス
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
国
の
義
務

に
反
す
る
態
様
で
自
国
の
領
域
に
お
い
て
自
己
の
独
占
的
地
位
を
濫
用
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
確
保
す
る

（
注
）
。

注

郵
便
独
占
の
対
象
と
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
で
あ
っ
て
、
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
こ
の
６
に
規
定
す
る
締
約
国
の
義
務
に
反
し
な
い
態
様
で

自
己
の
独
占
的
地
位
に
付
随
し
、
又
は
関
連
す
る
権
利
又
は
特
権
を
行
使
す
る
も
の
は
、
こ
の
６
の
規
定
に
反
す
る
態
様
で
活
動
し
て
い
な
い
。

７

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
次
の
こ
と
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

他
の
締
約
国
の
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
対
し
、
許
可
又
は
免
許
の
条
件
と
し
て
郵
便
に
関
す
る
基
礎
的
な
ユ
ニ

(a)



二
一
五
九

バ
ー
サ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
要
求
す
る
こ
と
。

他
の
配
達
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
対
し

(b)
て
の
み
手
数
料
そ
の
他
の
課
徴
金
を
課
す
る
こ
と
（
注
）
。

注

こ
の
７
の
規
定
は
、
締
約
国
が
、
配
達
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
客
観
的
及
び
合
理
的
な
基
準
に
基
づ
き
差
別
的
で
な
い
手
数
料
を
課
す
る
こ
と
並

び
に
郵
便
独
占
の
対
象
と
さ
れ
た
自
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
る
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
手
数
料
そ
の
他
の
課
徴
金
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

８

各
締
約
国
は
、
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
の
規
制
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
当
局
が
い
か
な
る
急
送
便
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
対
し

て
も
利
害
を
有
し
な
い
こ
と
並
び
に
当
該
当
局
が
採
用
す
る
決
定
及
び
手
続
が
自
国
の
領
域
に
お
け
る
全
て
の
急
送
便
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
者
に
つ
い
て
公
平
な
、
無
差
別
な
及
び
透
明
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
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附
属
書
十－

Ｃ

適
合
し
な
い
措
置
の
適
合
性
の
水
準
の
低
下
を
防
止
す
る
制
度

第
十
・
七
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
１

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
は
、
同
国
に
つ
い
て
こ
の
協
定
が

(c)

効
力
を
生
ず
る
日
の
後
三
年
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
・
三
条
（
内
国
民
待
遇
）
、
第
十
・
四
条
（
最
恵
国
待
遇
）
、
第
十
・
五
条
（
市
場
ア
ク
セ
ス
）
及
び
第
十
・
六

(a)
条
（
現
地
に
お
け
る
拠
点
）
の
規
定
は
、
第
十
・
七
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
１

に
規
定
す
る
適
合
し
な
い
措
置
の
改

(a)

正
（
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
時
点
に
お
け
る
当
該
措
置
と
第
十
・
三
条
か
ら
第
十
・
六
条
ま
で

の
規
定
と
の
適
合
性
の
水
準
を
低
下
さ
せ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

ベ
ト
ナ
ム
は
、
第
十
・
七
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
１

に
規
定
す
る
適
合
し
な
い
措
置
の
改
正
で
あ
っ
て
、
当
該
改

(b)

(a)

正
の
直
前
に
お
け
る
当
該
措
置
の
適
合
性
の
水
準
を
低
下
さ
せ
る
も
の
に
よ
り
、
他
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
具

体
的
な
行
動
（
注
）

を
と
っ
た
際
に
依
拠
し
た
権
利
及
び
利
益
を
当
該
他
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
か
ら
撤
回
し
て

は
な
ら
な
い
。

注

具
体
的
な
行
動
に
は
、
事
業
を
設
立
し
、
又
は
拡
張
す
る
た
め
の
資
源
又
は
資
本
の
供
給
並
び
に
許
可
及
び
免
許
の
申
請
を
含
む
。
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ベ
ト
ナ
ム
は
、
第
十
・
七
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
１

に
規
定
す
る
適
合
し
な
い
措
置
の
改
正
で
あ
っ
て
、
当
該
改

(c)

(a)

正
の
直
前
に
お
け
る
当
該
措
置
の
適
合
性
の
水
準
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
詳
細
に
つ
い
て
、
当
該
改
正
を
行

う
少
な
く
と
も
九
十
日
前
ま
で
に
他
の
締
約
国
に
提
供
す
る
。


